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※は県例規集登載
【告示】

番 号 表 題 担当課名

９４ 換地処分を行った件 農山漁村振興課

【選挙管理委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

７ 政治資金規正法の規定に基づき届出のあっ

た政治団体の名称等を公表する件

８ 政治資金規正法の規定に基づく政治団体の

届出事項の異動の届出があった件

９ 政治資金規正法の規定に基づく政治団体の

解散の届出があった件

１０ 政治資金規正法の規定に基づく資金管理団

体の届出事項の異動の届出があった件

１１ 政治資金規正法の規定に基づく資金管理団

体でなくなった旨の届出があった件

１２※ 不在者投票を行うことができる施設を指定

した件の一部を改正する件

１３ 令和６年１０月２７日執行の衆議院小選挙

区選出議員選挙における候補者の選挙運動

に関する収支報告書の要旨を公表する件

【公安委員会規則】

番 号 表 題 担当課名

１※ 銃砲刀剣類所持等取締法施行細則の一部を

改正する規則



徳
島
県
告
示
第
九
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
県

営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分
を
行
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

地

区

名

換

地

処

分

年

月

日

沼
田
地
区

令
和
七
年
二
月
十
八
日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

会
計
責
任
者

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

の

氏

名

勝
浦
郡
上
勝
町
大
字
福
原
字
上
横
峯

令

和

六

年

酒

井

直

美

後

援

会

酒

井

直

美

渡

部

厚

子

三
三－

一

十

二

月

十

三

日

吉
野
川
市
山
川
町
川
田
一
三
四
九

令

和

七

年

ふ
じ
わ
ら
か
ず
ま
さ
後
援
会

藤

原

一

正

藤

原

一

正

番
地

一

月

六

日

吉
野
川
市
鴨
島
町
西
麻
植
字
広
畑

令

和

七

年

と

い

で

と

し

お

後

援

会

戸

出

敏

夫

戸

出

真

理

子

六
五
番
地

一

月

十

七

日

徳

島

県

介

護

障

害

福

祉

小
松
島
市
中
郷
町
字
加
藤
一
五
二

令

和

七

年

深

谷

洋

平

木

下

高

広

事

業

者

政

治

連

盟

番
地
一

一

月

三

十

一

日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

一

政
党
の
支
部

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

代
表
者
の
氏
名

河

野

尚

二

河

野

尚

美

会
計
責
任
者
の

令

和

六

年

自
由
民
主
党
川
島
町
支
部

河

野

尚

二

新

居

博

文

阿

部

幸

二

氏
名

十

二

月

十

九

日

主
た
る
事
務
所
の

吉
野
川
市
川
島
町
川
島
二
六
○－

一

吉
野
川
市
川
島
町
川
島
四
四
四－

一

所
在
地

代
表
者
の
氏
名

廣

瀬

芳

枝

友

竹

正

洋

令

和

六

年

参

政

党

徳

島

第

１

支

部

廣

瀬

芳

枝

会
計
責
任
者
の

十
二
月
二
十
四
日

伊

祁

惠

都

嗣

廣

瀬

芳

枝

氏
名

自

由

民

主

党

徳

島

県

会
計
責
任
者
の

令

和

七

年

山

口

俊

一

塩

田

保

正

渡

邉

充

第

二

選

挙

区

支

部

氏
名

一

月

二

十

日

令

和

七

年

代
表
者
の
氏
名

池

下

卓

吉

田

知

代



一

月

二

十

七

日

会
計
責
任
者
の

令

和

七

年

徳

島

維

新

の

会

池

下

卓

樋

川

勲

六

川

鉄

平

氏
名

一

月

二

十

三

日

主
た
る
事
務
所
の

令

和

七

年

徳
島
市
住
吉
町
二－

一－

一
〇

徳
島
市
万
代
町
五
丁
目
七
一－

五

所
在
地

一

月

二

十

四

日

自

由

民

主

党

徳

島

県

会
計
責
任
者
の

令

和

七

年

谷

藤

隆

楠

本

岩

夫

磯

碕

善

博

電

気

通

信

支

部

氏
名

二

月

一

日

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

主
た
る
事
務
所
の

鳴
門
市
撫
養
町
南
浜
字
東
浜

鳴
門
市
撫
養
町
南
浜
字
浜
田

令

和

六

年

黒

﨑

あ

き

ら

後

援

会

黒

﨑

章

所
在
地

五
三
五
番
地

八
五－

一

十
二
月
二
十
三
日

主
た
る
事
務
所
の

徳
島
市
応
神
町
吉
成
字
七
丁
原

令

和

六

年

多

田

ひ

で

後

援

会

久

住

浩

子

徳
島
市
北
沖
洲
二
丁
目
一
○－

五
七

所
在
地

二
六
九－

一

十
二
月
二
十
三
日

令

和

六

年

福
井
ひ
ろ
み
を
育
て
る
会

福

井

裕

美

政
治
団
体
の
名
称

福
井
ひ
ろ
み
を
育
て
る
会

福
井
裕
美
を
育
て
る
会

十
二
月
二
十
一
日

主
た
る
事
務
所
の

美
馬
郡
つ
る
ぎ
町
半
田
字
逢
坂

美
馬
郡
つ
る
ぎ
町
貞
光
字
中
須
賀

令

和

六

年

兼

西

茂

後

援

会

折

目

義

貫

所
在
地

一
二
七
番
地
四

八
六
番
地

十

二

月

十

五

日

主
た
る
事
務
所
の

阿
波
市
市
場
町
切
幡
字
池
ノ
本

阿
波
市
市
場
町
切
幡
字
観
音

令

和

七

年

後

藤

修

後

援

会

後

藤

修



所
在
地

三
四－

一

一
九－

二

一

月

八

日

那

賀

町

の

希

望

を

会
計
責
任
者
の

令

和

七

年

柏

木

岳

柏

木

岳

福

永

敏

行

創

る

住

民

会

議

氏
名

一

月

八

日

主
た
る
事
務
所
の

阿
波
市
市
場
町
香
美
字
郷
社
本

令

和

六

年

阿

波

市

医

師

連

盟

笠

井

謙

二

阿
波
市
阿
波
町
元
町
一
四

所
在
地

二
二
三
番
地
三

二

月

一

日

会
計
責
任
者
の

令

和

七

年

俊

交

会

中

田

祐

児

塩

田

保

正

渡

邉

充

氏
名

一

月

二

十

日

会
計
責
任
者
の

令

和

七

年

山

口

俊

一

後

援

会

近

藤

宏

章

塩

田

保

正

渡

邉

充

氏
名

一

月

二

十

日

会
計
責
任
者
の

令

和

七

年

岸

本

か

ず

よ

後

援

会

岸

本

和

代

岸

本

和

代

岸

本

恒

雄

氏
名

一

月

二

十

一

日

主
た
る
事
務
所
の

徳
島
市
川
内
町
加
賀
須
野

令

和

六

年

大

西

実

希

後

援

会

大

西

実

希

徳
島
市
川
内
町
大
松
八
○
五－

一
七

所
在
地

四
五
九－

三

十

一

月

一

日

会
計
責
任
者
の

令

和

七

年

元

木

章

生

後

援

会

元

木

章

生

新

居

立

春

前

川

孝

幸

氏
名

一

月

二

十

九

日

代
表
者
の
氏
名

久

原

孝

安

宅

芳

夫

令

和

六

年

三

好

市

医

師

連

盟

久

原

孝

会
計
責
任
者
の

五

月

十

一

日

安

宅

芳

夫

久

原

孝

氏
名

会
計
責
任
者
の

黒

下

広

宣

黒

下

祐

子



氏
名

令

和

六

年

黒

下

ひ

ろ

の

ぶ

後

援

会

黒

下

広

宣

主
た
る
事
務
所
の

徳
島
市
昭
和
町
六
丁
目
八
三－

一

徳
島
市
南
昭
和
町
五
丁
目
一
〇－

一

七

月

一

日

ア
ル
フ
ァ
ス
テ
イ
ツ
昭
和
町

ク
レ
ア
コ
ー
ト
ガ
ー
デ
ン
タ
ワ
ー

所
在
地

三
〇
一
号
室

三
〇
一
号
室

全
国
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
政
治
連
盟

会
計
責
任
者
の

令

和

七

年

中

川

正

道

西

條

憲

史

髙

瀬

義

正

徳

島

県

支

部

氏
名

二

月

六

日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

吉

田

ま

す

子

後

援

会

吉

田

益

子

令
和

六
年
十
二
月
十

七
日

岩

丸

正

史

後

援

会

岩

丸

潔

令

和

六

年

十

二

月

一

日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
く
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

資
金
管
理
団
体
の
届
出

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

を

し

た

者

の

氏

名

主
た
る
事
務

鳴
門
市
撫
養
町
南
浜
字
東
浜

鳴
門
市
撫
養
町
南
浜
字
浜
田

令

和

六

年

黒

﨑

章

黒

﨑

あ

き

ら

後

援

会

所
の
所
在
地

五
三
五
番
地

八
五－

一

十
二
月
二
十
三
日

主
た
る
事
務

徳
島
市
昭
和
町
六
丁
目
八
三－

一

徳
島
市
南
昭
和
町
五
丁
目
一
〇－

一

令

和

六

年

黒

下

広

宣

黒

下

ひ

ろ

の

ぶ

後

援

会

ア
ル
フ
ァ
ス
テ
イ
ツ
昭
和
町

ク
レ
ア
コ
ー
ト
ガ
ー
デ
ン
タ
ワ
ー

所
の
所
在
地

三
〇
一
号
室

三
〇
一
号
室

七

月

一

日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

資
金
管
理
団
体
の

資

金

管

理

団

体

の

名

称

届
出
年
月
日

届
出
を
し
た
者
の
氏
名

令

和

六

年

吉

田

益

子

吉

田

ま

す

子

後

援

会

十

二

月

十

七

日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
二
号

平
成
十
九
年
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号
（
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
指

定
し
た
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
二
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

二
の
表

の
項
中
「神

山
町
養
護
老
人
ホ

ーム

」
を
「神

山
町
養
護
老
人
ホ

ーム
寿
泉
園

」
に
、
同
表

75

の
項
中
「那

賀
郡
那
賀
町
鮎
川
字
蛭
子
5
0
-
1

」
を
「那

賀
郡
那
賀
町
延
野
字
大
原
4
0番
地
1

」
に
改
め

77る
。



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
三
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
十
月
二
十
七
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選

挙
に
お
け
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史



































徳島県公安委員会規則第１号

銃砲刀剣類所持等取締法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年２月25日

徳島県公安委員会委員長 岡 田 好 史

銃砲刀剣類所持等取締法施行細則の一部を改正する規則

銃砲刀剣類所持等取締法施行細則（平成19年徳島県公安委員会規則第19号）の一部を次

のように改正する。

別記様式第16号を次のように改める。



別記様式第１６号（第３１条関係）

（表）

銃 砲 等 及 び 実 包 等 保 管 状 況 報 告 書

年 月 日

徳島県公安委員会 殿

報告者

住 所

氏 名

（電話 ）

１ 銃砲等

ライフル銃（銃腔内腔旋割合） ライフル銃及び

所持している銃の 散弾銃以外の猟銃 散 弾 銃

1/5以上1/2以下 1/2超

丁 丁 丁 丁

種 類 及 び 数 量

空気銃 クロスボウ その他の銃砲 計

丁 丁 丁 丁

保管設備の場所 １ 独立家屋 ２ アパートの一室 ３ 間借り

同 居 人 の 有 無 １ 有（家族・他人） ２ 無

保 種 別 １ 金属製保管庫 ２ 木製保管庫 ３ その他

管

設 施 錠 設 備 １ 有 ２ 無

備

の 大 き さ 縦 ㎝ 横 ㎝ 奥行き ㎝

構

造 固定の有無 １ 有 ２ 無

注意している事項

２ 実包等

保管設備の種別 １ 金属製保管庫 ２ 木製保管庫 ３ その他

保管実包等の別 １ 実包 ２ 空包 ３ 金属性弾丸

施錠設備 １ 有 ２ 無

保管庫の大きさ 縦 ｃｍ 横 ｃｍ 奥行き ｃｍ

注意している事項



（裏）

保管設備の設置場所 （銃砲等の保管場所及び装弾庫の家屋内での位置関係）

略図

銃砲等 実包等

※ 銃砲等を保管した状況を撮影した写真を貼り ※ 保管場所が判る状況を撮影した写真を貼り

付けること。 付けること。

備考 １ 報告者の住所及び氏名は、報告者が法人の場合にあっては、その法人の主たる事務所の所在地、

名称及び代表者の氏名を記載すること。

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。



附 則

この規則は、令和７年３月１日から施行する。


